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圏域内の人口・世帯数（2026.1）
人口：145,273人（前年同月比2,099人減）
世帯：  59,753戸（前年同月比113戸増）
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飯田広域消防本部は令和８年４月
から木曽広域消防本部と「飯田・
木曽消防指令センター」の共同運
用を開始します。

飯田広域消防高森消防署が
令和８年２月に竣工、業務を
開始しました。



移動式訓練用ハウス

訓練棟

新庁舎での業務を開始しました
　消防防災の活動拠点として建設を進
めてきました高森消防署新庁舎（下伊
那郡高森町山吹4100番地）が竣工し
ました。
　火災や救急はもとより、想定される
巨大地震や風水害などの自然災害に対
しても、迅速かつ的確な活動を行うと
ともに、消防団を中核とした地域防災
力の充実強化を図ってまいります。

消防署と消防団が連携した実践的な
訓練を通じて、災害対応能力の向上
を図ります。

飯田・木曽消防指令センターの運用を開始します

　令和８年４月からの本運用開始に向け、２月から木曽広域消防本部の職員とともに、「はにかむべーす」で「飯
田・木曽消防指令センター」の仮運用*を開始しました。
　これまで飯田広域消防本部では、南信州14市町村の119番通報を受け付けていましたが、「飯田・木曽消防指令
センター」では、木曽６町村と塩尻市楢川地区の119番通報も受け付けます。
　*仮運用とは出動指令に対して不具合がないかを確認しながら、調整を行う期間です。 　

飯田広域消防

高森消防署
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火災予防に
ご協力を
お願いします

火災予防に
ご協力を
お願いします

事務室

車庫 仮眠室（個室）

食堂

シャワー室

研修ホール

個人装備品収納棚

高森消防署
新庁舎を紹介します

　出動準備室や個人装備品の収納棚は、消防
職員がスピーディーに出動できる動線を考慮
して配置しています。
　24時間勤務するための仮眠室は職員のプラ
イバシーなどに配慮した個室としました。
　また、シャワー・トイレを完備した完全個別
の女性職員専用仮眠室を設け、女性職員の勤
務に配慮しました。

林野火災注意報

春の火災予防運動
たき火火災ゼロ運動

3月1日～3月7日
3月1日～3月31日

…
…

が変わりました火災警報を創設、
令和8年
1月1日から
　降雨のない日が続いて空気が乾燥している時に、「林野火災注意報」を発令する場合があります。
　また、さらに強風注意報が発表される等、火災が発生しやすく、火災が発生した場合に広い範囲に延焼する危険
性が著しく高まった場合には、「火災警報」が発令されます。

林野火災注意報の発令中については、たき火、火入れ等は控えてください。
火災警報の発令中は、たき火・火入れ等が禁止され、これに違反した場合は、
30万円以下の罰金または拘留に処される場合があります。（消防法第22条、第44条）

▶山林、原野等における火入れ　　▶煙火（花火）の消費（使用）　▶屋外における火遊び、たき火
▶屋外における、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近での喫煙
▶山林、原野等の場所で、指定した区域内における喫煙
▶残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること

詳しい情報は、飯田広域消防ホームページからご確認ください。

スマホの方はこちらから➡

火災警報の発令中に禁止される行為等は以下のとおりです

注
意
点

飯田広域消防本部 検 索

防災研修や救命
講習などで使用しま
す。住民の方も研修の
場として利用するこ
とができます。
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1　リニア中央新幹線について
2　旧桐林クリーンセンター解体工事の進捗状況について
3　稲葉クリーンセンターの稼働状況について

4　飯田広域消防本部から
5　令和８年度南信州広域連合議会の会議
　　日程等について

令和8年南信州広域連合議会　第1回定例会

令和8年度 南信州圏域市町村職員採用共同試験を実施します

　第１回定例会は、令和８年２月12日（木）から２月25日（水）までの14日間開催され、提出した
報告案件１件、人事案件１件、条例案件３件及び予算案件７件は、すべて原案どおり同意・可決されました。
【議案の内容】
報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）
議案第１号 監査委員の選任について
議案第２号 南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第３号 南信州広域連合飯田広域消防の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第４号 南信州広域連合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議案第５号 令和７年度南信州広域連合一般会計補正予算（第３号）案
議案第６号 令和７年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号）案
議案第７号 令和７年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１号）案
議案第８号 令和８年度南信州広域連合一般会計予算（案）
議案第９号 令和８年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案）
議案第10号 令和８年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）
議案第11号 令和８年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案）
【全員協議会】
〈2月25日開催〉

　令和８年度も地域の健康を支える行政保健師の採用に向けた共同試験を実施する予定です。
　令和８年４月頃に募集要綱を公表予定で、各市町村及び広域連合のウェブサイト等でお知らせします。

文化芸術活動支援センターから さまざまな文化芸術活動の場として
展示室・活動室をご活用ください

 展示会のご案内（令和8年4月～6月）　会場：はにかむべーすＡ棟（飯田市上郷別府3338番地8）

4月17日㈮～4月20日㈪ INSTALLATION　異体　湯沢茂好展

4月24日㈮～4月28日㈫ 原　博之 水彩画個展

6月26日㈮～6月30日㈫ 和全個展　古代文字と絵と

6月6日㈯～6月7日㈰ 第76回　飯田華道協会華道展

※2月現在の情報のため、変更になる場合があります
　このほかの展示会やセンター登録団体の活動の最新情報（催事案内）はこちらから➡

I TEI
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南信州広域連合「看護師等確保対策修学資金貸与制度」のご案内
詳細はホームページをご確認ください
募集期間

対象職種

貸与人数

貸与額

貸与期間

令和８年３月９日（月）から４月24日（金）まで
看護職（看護師、助産師、保健師、准看護師）

10人程度

月額50,000円（年額600,000円）

養成施設の正規の修学期間内

対象者 看護師等の養成施設に在学し、免許取得後、直ちに南信州圏域の医療機関又は
介護・福祉関係機関において、看護師等の業務に従事する意思を有する方

問合せ
事務局：南信州広域連合 地域医療福祉連携課（飯田市上郷別府3338-8）
TEL：0265-53-6088（平日 午前８時30分～午後５時15分）
ホームページ：https://minami.nagano.jp/project/kangoshi/

返還免除 卒業翌年の３月末日までに看護職の試験に合格し、直ちに南信州広域連合の
「指定施設」において看護師等の業務に５年間従事した場合

南信州で看護の道を

そんな「あなた」を

応援します

飯田市社会福祉協議会「奨学金制度」のご案内
詳細はホームページをご確認ください
募集期間

対象職種

貸与人数

貸与額

貸与期間

随時

介護福祉士、社会福祉士

1年につき２人

月額60,000円以内

養成施設の正規の修学期間内

対象者 １年以上飯田下伊那に居住している方やその子などで、対象職種資格の取得を目指す
大学、短大、専門学校に在籍する方

問合せ
事務局：飯田市社会福祉協議会 総務課総務係（飯田市東栄町3108-1）
TEL：0265-53-3040（平日午前８時30分～午後５時30分）
ホームページ：https://iidashakyo.or.jp/8615/

返還免除 全額免除：資格取得後、飯田市社協に５年以上継続して勤めた場合
５割免除：飯田下伊那の介護保険事業所などに５年以上継続して勤めた場合

社会福祉士・

介護福祉士に

なりたい学生の皆さん

社協の奨学金が

おすすめです

飯田下伊那歯科医師会「歯科衛生士確保対策修学資金貸与制度」のご案内
詳細はホームページをご確認ください
募集期間

対象職種

貸与人数

貸与額

貸与期間

令和８年４月１日（水）から４月30日（木）まで
歯科衛生士

毎年度、新規貸与者１名以内　ただし申込者多数の場合は別途選考

年額30万円

歯科衛生士養成施設又は学校の正規の修業期間内

対象者 長野県内の歯科衛生士養成施設又は学校に在学し、免許取得後、直ちに飯田下伊那
歯科医師会会員である医療機関において、歯科衛生士業務に従事する意思を有する方

問合せ
事務局：飯田下伊那歯科医師会事務局（飯田市東新町２丁目23番地）
TEL：0265-22-1348（平日　午前９時00分～午後５時00分）
ホームページ：https://iiha-iida.com/

返還免除 飯田下伊那歯科医師会会員の医療機関における歯科衛生士業務の従事期間ほか、
要綱に規定する要件に全て該当する場合

南信州で

歯科衛生士の道を

あなたの未来を

応援します

飯田市社協イメージキャラクター
マメ太郎　マメ子
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特別養護老人ホーム第二光の園
介護福祉士　福沢克哉さん
特別養護老人ホーム第二光の園
介護福祉士　福沢克哉さん

私たちは、利用者様お一人おひとりに「その方
らしい家庭的な暮らし」を続けていただけるよ
う、心を込めてサポートしています。人生の大
先輩である利用者様との関わりの中で多くの学
びをいただき、温かい「ありがと
う」の言葉が私たちの誇りと喜び
になっています。

介
護
職
の
魅
力
は

コ
レ
！

第
22
回

職場の

魅力

介護職の

魅力

　下條村の高台にたたずむ
私たちの施設は、雄大な南
アルプスを一望でき、四季
の美しい景色が心を癒して
くれます。五平餅会や花火

大会、焼き芋大会など季節の行事で笑顔あ
ふれる時間を過ごし、利用者様に「毎日が
楽しい」と感じていただける家庭的な居心
地のよい場所づくりを目指しています。

　

　

ウェブサイトもご覧ください➡

初日の出

　南信州広域連合は14市町村と連携し、「南信州暮らし」応援隊を結成して、南信州の暮らしや魅力をPRする移
住・定住促進事業に取り組んでいます。
　「南信州暮らし」応援隊では、２月８日（日）に東京交通会
館で「南信州暮らし移住・転職相談会」を実施しました。
　当日は、都内でも雪の積もる悪天候であり、また衆議院議
員総選挙投票日と同日となりましたが、７市町村、長野県南
信州地域振興局、ＪＡみなみ信州担い手支援室、飯田職業安
定協会及び飯田短期大学がブースを出展しました。
　『田舎暮らしの本』（宝島社）の2026年2月号で、「住みた
い田舎ベストランキング」に飯田市が人口5万人以上10万人
未満のまちのランキングで総合部門１位になったこともあ
り、当日は悪天候にも関わらず、16人の移住検討者が来場
し、南信州地域への移住について相談を受けました。
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